


主要行事予定 平成 29年 11月〜平成 30年 1月
───────────────────────

⓫月
──────────────────────
2 日 ( 木 ) 一般可
●鶴見中央支部研修懇談会
【場　所】ベストウエスタン横浜
【時　間】18：30〜
───────────────────────
2 日 ( 木 ) 一般不可
●総務財政委員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜
───────────────────────
6 日 ( 月 ) 一般不可
●青年部会正副部会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
8 日 ( 水 ) 一般可
●第 52 回チャリティーグリーン研修会
【場　所】ニュー南総ゴルフ倶楽部
【時　間】7：45集合	
───────────────────────
8 日 ( 水 ) 一般不可
●支部長会
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00
───────────────────────
9 日 ( 木 ) 〜 10日（金）一般不可
●第３１回全国青年のつどい
【場　所】　高知県高知市
───────────────────────
10 日 ( 金 ) 一般不可
●納税表彰式
【場　所】キリンレセプションホール
【時　間】15：20〜
───────────────────────
10 日 ( 金 )・24日（金）一般不可
●生活習慣病検診
【場　所】　ココファン横浜鶴見
【時　間】9：00〜
───────────────────────
13 日 ( 月 ) 一般不可
●税を考える週間行事「街頭広報」
【場　所】JR鶴見駅東口、西口
【時　間】10：00〜	
───────────────────────
13 日 ( 月 ) 一般不可
●理事会
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00〜	
───────────────────────
14 日 ( 火 ) 一般可
●平成 29 年度第 35 回源泉所得税研修会第四講
【テーマ】「給与所得者の年末調整事務」
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00〜 17：00
───────────────────────

───────────────────────
14 日 ( 火 ) 一般不可
●駒岡支部幹事会
【場　所】重寿司
【時　間】18：00〜	
───────────────────────
14 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
15 日 ( 水 ) 一般不可
●矢向江ヶ崎支部幹事会
【場　所】吉はら
【時　間】18：00〜	
───────────────────────
16 日 ( 木 ) 一般可
●新設法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
16 日 ( 木 ) 一般可
●第 21回ほうじん劇場
【場　所】サルビアホール
【時　間】受付 17：00〜　開演 17：50〜
───────────────────────
17 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
11月20日（月）・24日（金）・28日（火）一般可
●法人会セミナー
【場　所】鶴見中央コミュニティハウスシークレイン２階
【時　間】17：30〜 19：30
【定　員】各回　先着 50名
───────────────────────
21 日 ( 火 ) 一般可
●女性部会　チャリティーバザー
【場　所】　鶴見区役所前広場
【時　間】10：00〜
───────────────────────
26 日 ( 日 ) 一般可
●第12 回トレジャーハンティング inつるみ
【場　所】東部総合職業技術校
【時　間】10：00〜
───────────────────────

⓬月
──────────────────────
4 日 ( 月 ) 一般不可
●青年部会正副部会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
7 日 ( 木 ) 一般可
●平成 29 年度第 35 回源泉所得税研修会第五講
【テーマ】「源泉所得税実務のポイント」
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00
───────────────────────

───────────────────────
12 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
15 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
──────────────────────
22 日 ( 金 ) 一般不可
●青年部会 12月例会「望年会」
【場　所】ローズホテル横浜
【時　間】19：00〜	
───────────────────────

❶月
──────────────────────
7 日 ( 日 ) 一般可
●鶴見七福神めぐり
【場　所】熊野神社他
【時　間】9：45〜
──────────────────────
9 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会正副部会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
16 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
17 日 ( 水 ) 一般不可
●平成 30年新年賀詞交歓会
【場　所】崎陽軒本店
【時　間】18：00〜	
───────────────────────
18 日 ( 木 ) 一般可
●新設法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
19 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────



　全法連主催の法人会全国大会が福井市の「福井県
産業会館」にて開催され、当会から長谷川会長他５
名が参加した。
　この大会は「法人会の税制改正に関する提言」の
内容を発表する場であります。第一部記念講演では、
毎日新聞専門編集委員与良正男氏による ｢今後の政
治と経済の行方｣ と題しての講演、第二部記念式典
では、全法連小林会長の主催者あいさつ、佐川国税
庁長官、西川福井県知事、東村福井市長祝辞に続き、
全法連柳田副会長による「平成３０年度税制改正に
関する提言事項」の説明並びに利根副会長より「大
会宣言」の朗読がおこなわれ終了した。

平成３０年度税制改正に関する提言
【基本的な課題】
Ⅰ　税・財政改革のあり方
１　財政健全化に向けて
　（１）消費税10％への引き上げは、財政健全化と

社会保障の安定財源確保のために不可欠であ
る。国民の将来不安を解消するために、｢社
会保障と税の一体改革｣ の原点に立ち返って
2019年10月の税率引き上げが確実に実施で
きるよう、経済環境の整備を進めていくことが
重要である。

　（２）「骨太の方針2015」では、歳出面で2016
年度から18年度までの3年間で政策経費の
増加額1.6兆円（社会保障費1.5兆円、その
他0.1兆円）程度に抑制する目安を示した。こ
の2年間においては目安を達成していることか
ら、最終年度においても政策経費の抑制は確
実に行うべきである。

　（３）財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳
入の一体改革によって進める事が重要である。
歳入では安易に税の自然増収をを前提とするこ
となく、また歳出については、聖域を設けずに
分野別の具体的な削減の方策と工程表を明示
し、着実に改革を実行するよう求める。

　（４）消費税についてはこれまで主張してきたとお
り、税率10％程度までは単一税率が望ましい
が、政府は税率10%引き上げ時に軽減税率
制度を導入する予定としている。仮に軽減税率
制度を導入するのであれば、これによる減収
分について安定的な恒久財源を確保するべき
である。

　（５）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急
上昇など金融資本市場に多大な影響を与え、
成長を阻害するうえ財政の悪化要因にもなる。
政府・日銀には市場の動向を踏まえた細心の
運営が求められる。

２　社会保障制度に対する基本的考え方
　（１）年金については「マクロ経済スライドの厳格

対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得
高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付
削減」等、抜本的な施策を実施する。

　（２）医療については、成長分野と位置付け、大胆
な規制改革を行う必要がある。給付の急増を
抑制するために診療報酬（本体）体系を見直す
とともに、薬価の実態を反映させるよう、2年
に1度としてきた薬価の改定を毎年実施する。
さらに、政府目標であるジェネリックの普及率
８０％以上も早期に達成する。

　（３）介護保険については、制度の持続性を高め
るために真に介護が必要な者とそうでない者と
にメリハリをつけ、給付及び負担のあり方を見
直す。

　（4）生活保護については、給付水準のあり方など
を見直すとともに、不正受給の防止などさらな
る厳格な運用が不可欠である。

　（5）少子化対策では、現金給付より保育所や学童
保育等を整備するなどの現物給付に重点を置
くべきである。その際、企業も積極的に子育
て支援に関与できるよう、企業主導型保育事
業のさらなる活用に向けて検討する。なお、子
ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進
するためには安定財源を確保する必要がある。

　（6）企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

３　行政改革の徹底
　（１）国・地方における議員定数の大胆な削減、歳

費の抑制
　（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の

人員削減と、能力を重視した賃金体系による
人件費の抑制。

　（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ

る。
４　消費税引き上げに伴う対応措置
　（１）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措

置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に
価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対

策をとるべきである。
　（２）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴って

より重要な課題となる。消費税の制度、執行
面においてさらなる対策を講じる必要がある。

５　マイナンバ－制度について
６　今後の税制改革のあり方
Ⅱ　経済活性化と中小企業対策
１　法人実効税率について

ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率は約２５％、ア
ジア主要１０ヵ国の平均は約２２％となってお
り、我が国の税率水準は依然として高い、今
般の税率引き下げの効果等を確認しつつ、国
際競争力強化などの観点から更なる引き下げ
も視野に入れる必要がある。

２　中小企業の活性化に資する税制措置
　（1）中小法人に適用される軽減税率の特例１５％

を時限措置ではなく、本則化する。また、昭
和５６年以来、８００万以下に据え置かれて
いる軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
1,600万円程度に引き上げる。

　（2）租税特別措置については、税の公平性・簡素
化の観点から、政策目的を達成したものや適
用件数の少ないものは廃止を含めて整理合理
化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新
などの経済活性化に資する措置は、以下のと
おり制度を拡充し、本則化すべきである。なお、
少額減価償却資産の取得額の損金算入の特例
措置の適用期限が平成３０年３月末までとなっ
ていることから直ちに本則化することが困難
な場合は、適用期限を延長する。

　　　ア　中小企業投資促進税制については、対象
設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。

　　　イ　少額減価償却資産の取得価格の損金算
入の特例については、損金算入額の上限
（３００万円）を撤廃する。

３　事業承継税制の拡充
　（１）事業用資産を一般資産と切り離した本各的な

事業承継税制の創設
　　　ア　事業に資する相続については、事業従事

を条件として他の一般財産と切り離し、非
上場株式を含めて事業用資産への課税を軽
減あるいは免除する制度の創設が求められ
る。

　（２）相続税、贈与税の納税猶予制度についての
要件緩和と充実

　　　ア　株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続
税の納税猶予割合（８０％）を１００％に引
き上げる。

　　　イ　死亡時まで株式を所有しないと猶予税額
が免除されない制度を、５年経過時点で免
除する制度に改める。

　　　ウ　対象会社規模を拡大する。
Ⅲ　地方のあり方
（１）地方創生では、さらなる税制上の施策による

本社機能移転の促進、地元の特性に根差し
た技術の活用、地元大学との連携などによる
技術集積づくりや人材育成等、実効性のある
改革を大胆に行う必要がある。

（２）広域行政による効率化の観点から道州制の導
入について検討すべきである。基礎自治体（人
口３０万人程度）の拡充を図るため、さらな
る市町村合併を推進し、合併メリットを追及
する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業の多い地方の
行財政改革には、「事業仕分け」のような民
間のチェック機能を活かした手法が有効であ
り、各自治体で広く導入すべきである。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与と
比べたラスパイレス指数（全国平均ベ－ス）
が改善せず高止まりしており、適正な水準に
是正する必要がある。そのためには国家公務
員に準拠するだけでなく、地域の民間企業の
実態に準拠した給与体系に見直すことが重要
である。

（５）地方議会は、大胆にスリム化するととも
に、より納税者の視点に立って行政に対する
チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費
の適正化を求める。行政委員会委員の報酬
についても日当制を広く導入するなど見直す
べきである。

Ⅳ　震災復興
Ⅴ　その他
１　納税環境の整備
２　租税教育の充実
【税目別の具体的課題】
Ⅰ　法人税関係
１　役員給与の損金算入の拡充
　（１）役員給与は原則損金算入とすべき
　（２）同族会社も利益連動給与の損金算入を認め
　　るべき

２　交際費課税の適用期限延長
３　公益法人課税
Ⅱ　所得税関係
１　所得税のあり方
　（１）基幹税としての財源調達機能の回復
　（２）各種控除制度の見直し
　（３）個人住民税の均等割
２　少子化対策
Ⅲ　相続税・贈与税関係
１	 相続税の負担率はすでに先進主要国並みであ

ることから、これ以上の課税強化は行うべきで
はない。

２　	 贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべ
きである。

　（１）贈与税の基礎控除を引き上げる。
　（２）相続時精算課税制度の特別控除額（2,500

万円）を引き上げる。
Ⅳ　地方税関係
１　固定資産税の抜本的見直し
　（１）商業地等の宅地を評価するに当たっては、よ

り収益性を考慮した評価に見直す
　（２）居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価

方法に見直す
　（３）償却資産については「少額資産」の範囲を国

税の中小企業の少額減価償却資産（30万円）
までに拡大する。また、将来的には廃止も検
討すべきである。

　（４）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの
目的に応じて土地の評価を行っているが、行政
の効率化の観点から評価体制は一元化すべき
である。

２　事業所税の廃止
３　超過課税
４　法定外目的税
Ⅴ　その他
１　配当に対する二重課税の見直し
２　電子申告

平成30年度税制改正スロ－ガン
・厳しい財政状況を踏まえ、
　　国・地方とも行財政改革を！
・超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築するため、
　　適正な負担と大胆な受益の抑制を！
・地域経済と雇用の担い手である中小企業に、
　　税制措置でさらなる活力を！
・中小企業は地域経済の要。
　　本格的な事業承継税制の創設により事業の継続を！

大会宣言
　われわれ法人会は、新公益法人等への移行を契機
に制定した「理念」をもとに、「税のオピニオンリ－
ダ－たる経営者の団体」として、「税制改正に関する
提言」や租税教育、企業のコンプライアンス向上に
資する取組など、税を中心とする活動を積極的に展
開しながら、広く社会へ貢献していくこととしている。
　現在、わが国経済は、引き続き緩やかな回復基調
にあるが、未だ「好循環サイクル」には至らず、依然
として力強さを欠いている。さらに、世界経済にお
いては、アメリカの保護主義的な動きなどにより主
要国の政策協調に軋みが生ずるなど、急速に不確実
が増してきている。
　持続的で力強い成長サイクルを構築するためには、
アベノミクスの柱である成長戦力において大胆な規
制改革を中心とした戦略の立て直しが必要である。
　また、国家的課題である財政健全化については、
プライマリ－バランスの黒字化に向け、規律ある具
体的な道筋を明確に示し、着実に実行することが重
要である。
　法人会が長年に亘り提言してきた「法人実行税率
20％台」は実現したところであるが、真の経済再
生のためには、地域経済と雇用を担う中小企業の力
強い成長を促す税制の確立が不可欠である。われわ
れ法人会は「中小企業の活性化に資する税制」、「本
格的な事業承継税制の創設」等を中心とする「平成
30年度税制改正に関する提言」の実現を強く求め
るものである。
　創設以来、納税意識の高揚に努めてきた法人会
は、ここ福井の地で全国の会員企業の総意として、
以上宣言する。

第３4回法人会全国大会（福井大会）
１０月５日（木）




















